学校保育所用通告シート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（No.2－14）
　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
被虐待児童通告書
　　　　　    　こども家庭センター所長様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　機関名
                                  　　　　      　　電話番号　　  　－       －
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 担当者名　　　　　　　　　   　　
	  ふりがな
児童氏名
	
	 性別
	 男・女
	 年齢
	 　　歳　　か月

	 住　　　所
	

	 保護者氏名
	
	 続柄
	

	 通告の理由
	   　 通告について養育者は
     （○をつけてください）
    　・了解している
      ・了解していない
      ・知らせていない
 ※　但し通告については、養育者に
 　了解がなくても守秘義務違反には
 　該当しない。

	 児童の生育歴・現在の状況等

	 家庭状況等


	通告先一覧
	中央こども家庭センター　　　Tel 078-923-9966 　Fax 078-924-0033
尼崎こども家庭センター　　　Tel 06-4950-5001　 Fax 06-6491-3300
西宮こども家庭センター　　　Tel 0798-71-4670 　Fax 0798-74-2538

川西こども家庭センター　　　Tel 072-756-6633 　Fax 072-756-6006

加東こども家庭センター　　　Tel 0795-27-8250   Fax 0795-48-9319
姫路こども家庭センター　　　Tel 079-297-1261 　Fax 079-298-1895
豊岡こども家庭センター　　　Tel 0796-22-4314 　Fax 0796-24-0484

神戸市こども家庭センター　　Tel 078-599-7300 　Fax 078-977-8085
明石こどもセンター　　　　　Tel 078-918-5097 　Fax 078-918-5128


  ※虐待を受けている児童が発見された場合、所管のこども家庭センターへご一報ください。
    なお、通告書の不足につきましてはコピーしてご使用いただくか、各センターへご請求願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面にもご記入ください）

子どものチェックリスト

＊　該当する項目、疑わしい項目の□の中に印（☑）をつけてください。

　１　被虐待児に対するチェック

	(1) 全　　身

□低身長（標準に比べて極めて低い）

□低体重（標準に比べて極めて軽い）

□栄養不良

□事故（骨折・外傷・脱臼等）を繰り返す

□不衛生（垢まみれ・酷いおむつかぶれ・異臭がする）
	(2)　皮　　膚

□多数の打撲や傷

□多数の小さな出血

□不審な傷痕（ベルト・紐・絞首・歯型・爪痕・櫛・つねり痕・ハンガー・ふとんタタキ）その他（　　）

□不自然な火傷、熱傷（タバコ、アイロン、熱湯）

	(3) 心理面

□ 極端な怯え

□ 情緒不安定

□ 養育者を怖がる

□ 大人の顔色を見る

□ 凍りつく凝視

□ 無表情

□ 落ち着きがない

□ チックがある


	□ 言葉の遅れ
□ 円形脱毛
□ 夜尿
□ 遺尿

□ 遺糞

□ 胃潰瘍などの心身症

□ 反復性疼痛（頭痛、腹痛など）

□ 自殺企図（リストカット等）
□ 養育者との分離不安がない
□ 動きがぎこちない
	□ 触れられることを異常に

嫌がる

□ 自分からの発声や発語が

少ない

□ 言動が乱暴

□ 養育者の在不在によって

動きや表情が極端に違う

□ 年齢不相応な性的興味や

言動がある

□ 誰にでも甘える
	(4) その他

□ 服装が不潔

□ 異常に食べる
□ 入浴していない



２　養育者に対するチェック

	(1) 子どもへの接し方
□ 殴る・蹴る

□ 投げ落とす

□ 熱湯をかける

□ 冬戸外へ締め出す

□ ふとん蒸しにする

□ 溺れさせる

□ 逆さ吊りにする

□ 異物を飲ませる

□ 食事を与えない

□ 縄などで縛り付ける

□ 過重な家事をさせる

□ 家に閉じ込める
	□性器や性交を見せる
□性交、性的暴力、性的行為の強要・
教唆など
□ポルノグラフィーの被写体などに、

子どもを強要する
□全く衣服を着せない
□無視や拒否的態度を示す
□心を傷つける罵声を繰り返す
□子どもの自尊心を傷つける言動
□他のきょうだいと著しく差別的な

扱いをする
	□子どもの意思に反して学校に生かせない
□季節に合った服装をさせない
□適切な食事を与えない

□重い病気に罹っても病院へ連れて行かない
□乳幼児を家に残したまま度々外出する
□乳幼児を車の中に放置する
□泣いてもあやさない
□下着など長期間不潔なままにする
□極端に不潔な環境で生活させる
□子どもの安全に配慮しない


	(2) 養育者の様子

□子どものけがなどについての説明が不自然

□虐待を認めない

□体罰を正当化する




３　その他気がついたこと
	


